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１　事業概要 ５　事業説明
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　大規模災害時において避難所支援を迅速かつ効果的に
実施できるようにするため、能登半島地震での経験等を
生かして、県、協力医療機関、市町村及び医師会等関係
団体の役割分担や連携方法を明確化し実践を学ぶ。
　また、避難所支援の中核を担うリハ職を確保し、災害
リハビリテーション体制の構築を図る。
　イ　災害リハビリテーション対応マニュアルの作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△407千円
　　　実績が見込みを下回ったことによる減
　ウ　県や市町村・協力医療機関との協議の場の設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△185千円
　　　実績が見込みを下回ったことによる減

（１）事業内容
　　ア　埼玉版FEMA図上訓練の実施　　4,274千円
　　　・「大規模地震時における避難所支援」をテーマに埼玉版FEMA図上訓練を実施し、県、市町村、関係団体の
　　　　役割分担や連携方法を明確化し、実践を学ぶ。
　　イ　災害リハビリテーション対応マニュアルの作成　　2,301千円
　　　・大規模災害時における災害リハビリテーション支援の指揮命令系統や他チームとの連携を明確にする。
　　ウ　県や市町村・協力医療機関との協議の場の設置　　1,673千円
　　　・県内各ブロックで協議を行い、災害リハビリテーション支援体制を強化する。

（２）事業計画
　　ア　埼玉版FEMA図上訓練の実施
　　　・開催時期：令和7年10月頃
　　　・参加機関：市町村、自衛隊、DMAT、日赤埼玉県支部、 DHEAT、 DWAT、JRAT、 JMAT、JDA-DAT、災害派遣Nsなど
　　　・参加人数：50人(10機関)
　　イ　災害リハビリテーション対応マニュアルの作成
　　　・県内発災を想定した災害リハ支援に当たり諸課題を検討する(本部・現地機能の在り方、他チームとの連携
　　　　等)
　　　・医療機関等への災害リハ派遣への理解促進、派遣人員の確保(派遣協力医療機関調査　等)
    　・埼玉県災害リハビリテーション対応マニュアル作成・周知、検討
　　ウ　県や市町村・協力医療機関との協議の場の設置
　　　・埼玉JRAT運用協議会(仮称)を設置し、関係者(県、派遣協力医療機関等)により活動方針等を協議する。
　　　・県内を４ブロックに分けて、圏域ごとに関係機関の役割等を確認する。
　
（３）事業効果
　　　【活動指標(アウトプット)】①作成済みタイムライン(地震編)に72時間後の避難所支援(人的支援)を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　②対応マニュアルの作成・配布
　　　　　　　　　　　　　　　　③協議の場：埼玉JRAT運用協議会(仮称)設置、県内４圏域で、地域関係者との意見交
　　　　　　　　　　　　　　　　　換場を設置

２　事業主体及び負担区分
(県10/10)

３　地方財政措置の状況
なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×2.0人＝19,000千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
補正後の
予算額

決定額 △592

現計額 8,248 8,248

― 福祉部 32 ―

災害・危機に強い埼玉の構築

△592 7,656

危機管理・防災体制の再構築



 

事業名

単位事業名 予算額 △ 407千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

一般財源 △407 ―

合計 △407 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

需用費 △340 ― 事務費の節減

使用料及び賃借料 △67 ― 事務費の節減

合計 △407 ―

単位事業名 予算額 △ 185千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

一般財源 △185 ―

合計 △185 ―

　

主な内容

事業内訳書

大規模災害時における避難所支援体制の強化

災害リハビリテーション対応マニュアルの作成

主な内容

主な内容

県、派遣協力医療機関等との協議の場の設置



 

 

単位事業名 予算額 △ 185千円

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

報償費 △115 ― 見込みを下回ったことによる減

需用費 △40 ― 事務費の節減

役務費 △10 ― 事務費の節減

使用料及び賃借料 △20 ― 事務費の節減

合計 △185 ―

県、派遣協力医療機関等との協議の場の設置

主な内容


